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地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
等
に

伴
い
、
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲

渡
所
得
割
額
の
控
除
の
規
定
等
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
改
正
内
容
は
、
第
34
条
の

９
「
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡

所
得
割
額
の
控
除
」
か
ら
、
第
47

条
の
６
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別

徴
収
税
額
等
の
普
通
徴
収
税
額
へ

の
繰
入
れ
」
ま
で
に
つ
い
て
、
森

林
環
境
税
の
創
設
に
伴
い
所
要
の

規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
森
林
環
境
税
と
は
、
パ

リ
協
定
の
枠
組
み
の
下
に
お
け
る

我
が
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削

減
目
標
の
達
成
や
災
害
防
止
を
図

る
た
め
、
森
林
整
備
な
ど
に
必
要

な
地
方
財
源
を
安
定
的
に
確
保
す

る
観
点
か
ら
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、

国
内
に
住
所
の
あ
る
個
人
に
対
し

て
課
税
さ
れ
る
国
税
で
あ
り
、
令

税

条

例

の

一
部
改
正
を
可
決

討
　
論

森
林
環
境
税
は
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
が

多
い
企
業
が
負
う
べ
き
で
あ
り

反

対
（

日

本

共

産

党

）

　

今
回
の
改
正
で
、
新
た
に
「
森

林
環
境
税
」
を
徴
収
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
森
林
環
境
税
は
、
地

球
温
暖
化
防
止
、
国
土
の
保
全
や

水
源
か
ん
養
な
ど
、
森
林
の
公
益

的
機
能
を
守
る
た
め
に
間
伐
や
人

材
確
保
の
財
源
と
し
て
徴
収
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
地
球
温
暖
化

防
止
は
全
世
界
が
取
り
組
む
べ
き

喫
緊
の
課
題
で
、
温
室
効
果
ガ
ス

削
減
を
さ
ら
に
抜
本
的
に
ス
ピ
ー

ド
ア
ッ
プ
し
て
進
め
る
べ
き
で
す
。

　

し
か
し
、
今
回
の
森
林
環
境
税

に
つ
い
て
は
、
地
方
に
配
分
し
て

「
税
条
例
の
一
部
改
正
」
、

「
令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）
」を
可
決

「
特
別
支
援
学
校
・
学
級
等
へ
の
教
員
等
の
適
切
な
配
置
を
求
め
る

意
見
書
」
、
「
子
ど
も
の
た
め
に
保
育
士
配
置
基
準
の
抜
本
的
な

見
直
し
と
保
育
士
等
の
処
遇
改
善
を
求
め
る
意
見
書
」
を
可
決

令
和
５
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）
を
可
決

和
６
年
度
か
ら
市
町
村
に
お
い
て
、

個
人
住
民
税
均
等
割
と
併
せ
て
、

一
人
年
額
１
０
０
０
円
が
徴
収
さ

れ
る
も
の
で
す
。

　
　
　
【
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
】

い
ま
す
が
、
温
暖
化
対
策
は
地
方

に
丸
投
げ
、
国
と
し
て
は
全
く
無

責
任
で
す
。
地
方
へ
の
配
分
も
問

題
で
す
。
実
効
性
の
あ
る
配
分
に

見
直
す
べ
き
で
す
。

　

ま
た
、
温
室
効
果
ガ
ス
を
大
量

に
排
出
し
て
い
る
大
企
業
に
負
担

を
求
め
て
い
ま
せ
ん
。
全
て
の
国

民
に
広
く
負
担
し
て
も
ら
う
と
し

つ
つ
、
本
来
、
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
が

多
い
大
企
業
が
負
う
べ
き
責
任
を

国
民
に
押
し
付
け
る
も
の
で
す
。

市
民
の
多
く
は
森
林
環
境
税
に
つ

い
て
知
ら
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、

集
め
方
に
も
使
い
方
に
も
賛
成
で

き
ま
せ
ん
。

　

補
正
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳

出
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
12
億
３

０
５
２
万
５
千
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９
２
７
億
１
５

４
４
万
６
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

〇
歳
入
の
補
正
内
容

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
13
億

２
８
２
１
万
２
千
円
の
増
に
つ
い

て
は
、
国
の
経
済
対
策
に
基
づ
く

交
付
金
で
、
自
治
会
活
動
支
援
事

業
外
13
事
業
に
対
し
、
交
付
さ
れ

る
も
の
で
す
。

〇
歳
出
の
補
正
内
容

　

電
力･

ガ
ス･

食
料
品
等
価
格

高
騰
重
点
支
援
給
付
金
給
付
事
業

７
億
９
２
８
３
万
３
千
円
の
増
、

お
よ
び
電
力･

ガ
ス･

食
料
品
等

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
（
家

計
急
変
世
帯
）
給
付
事
業
１
６
３

５
万
４
千
円
の
増
に
つ
い
て
は
、

物
価
高
騰
の
影
響
が
大
き
い
低
所

得
者
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
住

民
税
非
課
税
世
帯
お
よ
び
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
水
準
ま
で
家
計
が

急
変
し
た
世
帯
に
対
し
、
１
世
帯

３
万
円
を
給
付
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
【
全
員
一
致
で
原
案
可
決
】

討
　
論

し
っ
か
り
と
必
要
な
と
こ
ろ
に

支
援
が
届
く
施
策
を
要
望
し

賛
成
（
自
民
・
無
所
属
の
会
）

　

今
回
の
自
治
会
活
動
支
援
事
業

は
自
治
会
連
合
会
総
会
に
お
い
て
、

自
治
会
へ
の
活
動
資
金
に
関
す
る

支
援
の
拡
充
や
自
治
会
で
設
置
し

て
い
る
街
路
灯
の
電
気
代
補
助
を

求
め
る
要
望
が
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
理
解
で

き
ま
し
た
が
、
こ
の
事
業
は
自
治

会
連
合
会
総
会
の
開
催
前
か
ら
検

討
し
て
い
た
内
容
の
は
ず
で
す
。

　

自
治
会
連
合
会
で
出
た
意
見
は
、

全
て
の
自
治
会
に
該
当
す
る
内
容

で
は
な
く
、
半
数
以
上
の
自
治
会

が
コ
ロ
ナ
禍
以
前
よ
り
予
算
に
余

剰
が
あ
る
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
や
「
元
気
な
自
治
会
応
援
給
付

金
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に

お
い
て
も
、
半
数
は
助
成
金
を
求

め
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
は
、
し
っ
か
り
と
必
要
な

と
こ
ろ
に
支
援
が
届
く
施
策
を
お

願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
省
エ
ネ
家

電
買
い
替
え
促
進
に
よ
る
支
援
事

業
に
お
い
て
は
、
予
算
が
足
り
な

く
な
っ
た
場
合
に
は
、
補
正
を
組

ん
で
、
申
請
し
た
市
民
全
員
が
同

じ
支
援
を
受
け
ら
れ
る
対
応
も
考

え
て
い
た
だ
く
こ
と
を
強
く
要
望

し
、
賛
成
し
ま
す
。

　

文
部
科
学
省「
学
校
基
本
調
査
」

に
よ
る
と
、
特
別
支
援
教
育
を
受

け
る
児
童
生
徒
は
年
々
増
加
し
て

お
り
、
10
年
間
で
、
特
別
支
援
学

校
に
つ
い
て
は
学
校
数
が
約
11
パ

議
員
提
出
議
案

特
別
支
援
学
校
・
学
級
等

へ
の
教
員
等
の
適
切
な

配
置
を
求
め
る
意
見
書
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ー
セ
ン
ト
増
加
、
児
童
生
徒
数
は

約
14
・
３
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
、
特

別
支
援
学
級
は
１
・
６
倍
に
増
え

児
童
生
徒
数
は
２
・
１
倍
に
増
加

し
て
い
ま
す
。
ま
た
通
級
に
よ
る

指
導
を
受
け
て
い
る
児
童
生
徒
数

は
約
２
・
６
倍
に
増
え
、
教
育
現

場
で
は
新
た
な
特
別
支
援
教
育
体

制
の
整
備
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
適
切
に
対

処
す
る
た
め
に
は
、
特
別
支
援
学

校
・
学
級
へ
の
専
門
的
な
知
識
や

経
験
を
持
っ
た
教
員
等
の
増
員
が

必
要
不
可
欠
で
す
。
ま
た
今
日
、

共
生
社
会
の
形
成
に
向
け
て
、

「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」

に
基
づ
き
、
我
が
国
の
特
別
支
援

教
育
の
さ
ら
な
る
拡
充
が
必
要
で

す
。

　

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
医
療
的
ケ
ア
を
含
め
た
特

別
支
援
教
育
が
必
要
な
子
ど
も
の

増
加
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
が
い
の

あ
る
児
童
生
徒
に
的
確
に
対
応
し

た
教
育
を
実
現
す
る
た
め
に
、
特

別
支
援
学
校
・
学
級
等
へ
の
教
員

等
の
適
切
な
配
置
に
向
け
て
、
下

記
の
事
項
に
つ
い
て
財
政
措
置
を

含
め
た
特
段
の
措
置
を
講
じ
る
こ

と
を
求
め
、
強
く
要
望
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

記

１　

障
が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
へ

の
食
事
、
排
泄
、
教
室
移
動
の
補

助
な
ど
の
学
校
に
お
け
る
日
常
生

活
動
作
の
介
助
や
発
達
障
が
い
の

あ
る
児
童
生
徒
へ
の
学
習
活
動
上

の
サ
ポ
ー
ト
等
を
行
う
特
別
支
援

教
育
支
援
員
の
適
切
な
配
置
を
支

援
す
る
こ
と
。

２　

保
護
者
や
関
係
機
関
に
対
す

る
学
校
の
窓
口
と
し
て
、
ま
た
、

学
校
内
の
関
係
者
や
福
祉
・
医
療

等
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
の

役
割
を
担
い
、
子
ど
も
た
ち
の
ニ

ー
ズ
に
合
わ
せ
た
支
援
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
適
切
な
配
置
を
支
援

す
る
こ
と
。

３　

医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
子
ど

も
や
、
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
へ

の
支
援
を
的
確
に
実
施
す
る
た
め

に
、
看
護
師
、
Ｓ
Ｔ
（
言
語
聴
覚

士
）、
Ｏ
Ｔ
（
作
業
療
法
士
）、

Ｐ
Ｔ
（
理
学
療
法
士
）
等
の
専
門

家
の
必
要
に
応
じ
た
適
切
な
配
置

を
支
援
す
る
こ
と
。

４　

各
学
校
で
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ

教
育
を
一
体
的
に
進
め
る
た
め
に
、

担
当
の
教
員
だ
け
で
な
く
学
校
長

等
に
対
す
る
指
導
や
研
修
等
を
実

施
し
、
校
内
全
体
で
の
取
組
を
促

進
す
る
た
め
に
、
特
別
支
援
学
校

の
セ
ン
タ
ー
的
機
能
強
化
を
支
援

す
る
こ
と
。

５　

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に

よ
り
整
備
さ
れ
た
１
人
１
台
の
端

末
を
、
特
別
支
援
学
級
や
特
別
支

援
学
校
に
お
い
て
、
授
業
は
も
と

よ
り
、
個
々
の
特
性
や
教
育
的
ニ

ー
ズ
に
応
じ
た
支
援
ツ
ー
ル
と
し

て
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
特
別

支
援
教
育
デ
ジ
タ
ル
支
援
員
（
仮

称
）
の
配
置
を
支
援
す
る
こ
と
。

６　

特
別
支
援
学
校
教
員
の
特
別

支
援
学
校
教
諭
免
許
状
の
取
得
率

は
87
・
２
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て

お
り
、
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る

教
育
の
質
の
向
上
の
観
点
か
ら
、

教
職
員
へ
の
取
得
支
援
の
強
化
や
、

大
学
等
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育

に
関
す
る
科
目
の
修
得
促
進
等
、

教
職
員
に
対
す
る
特
別
支
援
学
校

教
諭
免
許
状
の
取
得
を
支
援
す
る

こ
と
。
併
せ
て
、
特
別
免
許
状
の

取
得
に
つ
い
て
も
強
力
に
推
進
す

る
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の

規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

令
和
５
年
６
月
19
日

　
　
　
　
　
　
　

春
日
部
市
議
会

衆
議
院
議
長　

様

参
議
院
議
長　

様

内
閣
総
理
大
臣　

様

財　

務　

大　

臣　

様

文
部
科
学
大
臣　

様

　
　
　
【
全
員
一
致
で
原
案
可
決
】

　

コ
ロ
ナ
禍
で
保
育
施
設
の
重
要

子
ど
も
の
た
め
に
保
育
士
配
置
基
準
の

抜
本
的
な
見
直
し
と
保
育
士
等
の

処
遇
改
善
を
求
め
る
意
見
書

性
は
広
く
社
会
に
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方

で
、
度
重
な
る
保
育
施
設
で
の
事

件
事
故
が
多
発
し
て
お
り
、
子
ど

も
を
預
け
る
保
護
者
の
中
で
は
、

保
育
の
安
全
性
を
不
安
視
す
る
声

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も

の
発
達
を
保
障
し
、
子
育
て
家
庭

を
支
え
る
に
は
、
現
在
の
保
育
士

の
配
置
基
準
は
不
十
分
で
あ
り
、

子
ど
も
の
命
を
守
る
た
め
に
も
保

育
士
の
配
置
基
準
の
見
直
し
と
保

育
士
等
の
処
遇
改
善
が
急
務
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

保
育
士
配
置
基
準
全
体
は
55
年

前
、
特
に
４
歳
以
上
児
の
配
置
基

準（
子
ど
も
30
人
に
保
育
士
１
人
）

は
74
年
前
か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
間
、
幼
保
一
元
化
や
保

育
所
保
育
指
針
の
改
定
に
よ
り
、

「
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ

て
ほ
し
い
10
の
姿
」
が
示
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
保
育
の
在
り

方
は
、
よ
り
一
層
教
育
的
な
要
素

を
含
む
子
ど
も
へ
の
関
わ
り
が
必

要
と
な
り
、
保
育
士
に
求
め
ら
れ

る
業
務
負
担
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
る
と
、

保
育
士
の
資
格
を
有
し
て
い
る
者

の
約
３
分
の
２
は
、
現
在
、
保
育

士
と
し
て
働
い
て
お
ら
ず
、
そ
の

理
由
と
し
て
給
与
の
安
さ
が
主
な

要
因
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
定
価

格
を
引
き
上
げ
、
保
育
士
等
の
処

遇
改
善
が
必
要
と
考
え
ま
す
。
ま

た
、
昨
今
多
発
し
て
い
る
乳
幼
児

へ
の
事
件
事
故
を
受
け
、
子
ど
も

の
命
を
守
る
た
め
に
は
、
保
育
士

一
人
一
人
が
心
身
に
余
裕
を
も
っ

て
子
ど
も
に
接
す
る
こ
と
の
で
き

る
環
境
整
備
が
急
務
で
あ
り
、
そ

の
手
立
て
と
し
て
、
保
育
士
配
置

基
準
を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
が

最
優
先
で
す
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
の
創
設
を
契

機
と
し
た
、
子
ど
も
政
策
の
強
化

に
向
け
、
下
記
の
事
項
に
つ
い
て

早
急
に
取
り
組
む
よ
う
求
め
、
強

く
要
望
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

記

１　

子
ど
も
の
た
め
に
保
育
士
配

置
基
準
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行

い
、
保
育
士
増
員
を
図
る
こ
と
。

２　

公
定
価
格
を
引
き
上
げ
、
保

育
士
等
の
処
遇
改
善
を
図
る
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の

規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

令
和
５
年
６
月
19
日

　
　
　
　
　
　
　

春
日
部
市
議
会

衆　

議　

院　

議　

長　

様

参　

議　

院　

議　

長　

様

内
閣
総
理
大
臣　

様

内
閣
官
房
長
官　

様

財　

務　

大　

臣　

様

厚
生
労
働
大
臣　

様

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣（
少
子
化
対
策
）　

様

　
　
　
【
全
員
一
致
で
原
案
可
決
】



かすかべ議会だより

５年６月定例会号

4

市長提出議案 （○：賛成　╳：反対）

議案番号
　　議　　案　　名　　　 

　 （　）は付託委員会名
審議結果

自

民
・
　
　
　

 

　
無
所
属
の
会

次

世

代
　
　
　

 

か

す

か

べ
！

公

明

党

日
本
共
産
党

立
憲
民
主
党

日
本
維
新
の
会

無

所

属

議案第 45 号 専決処分の承認を求める（税条例の一部改正） （総　　務）承　　認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 46 号 専決処分の承認を求める（都市計画税条例の一部改正） （総　　務）承　　認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 47 号 専決処分の承認を求める（国民健康保険税条例の一部改
正） （厚生福祉）承　　認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 48 号 専決処分の承認を求める（令和５年度一般会計補正予算
（第２号））

（総      務・  
 厚生福祉）

承　　認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 49 号 印鑑条例の一部改正 （総　　務）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 50 号 税条例の一部改正 （総　　務）原案可決 ○ ○ ○ × ○ ○ ○

議案第 51 号
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子
ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例
の一部改正

（厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 52 号 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部改正 （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 53 号 火災予防条例の一部改正 （総　　務）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 54 号 桜川小学校体育館外壁等耐震対策工事請負契約の締結 （教育環境）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 55 号 粕壁小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結 （教育環境）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 56 号 豊春小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結 （教育環境）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 57 号 幸松小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結 （教育環境）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 58 号 財産の取得（庄和消防署救助工作車Ⅱ型・救助用資機材）（総　　務）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 59 号 財産の取得（春日部消防署災害対応特殊救急自動車及び高
度救命処置用資機材） （総　　務）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 60 号 令和５年度一般会計補正予算（第３号）
（総      務・  
 厚生福祉・
教育環境）

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 61 号 令和５年度一般会計補正予算（第４号）
（総      務・  
 厚生福祉）

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 62 号 監査委員の選任につき同意を求める〔水沼　　日出夫　氏〕 （付託省略）同　　意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請　願 （○：賛成　╳：反対）

請願番号
　　請　　願　　名　　　 

　 （　）は付託委員会名
審議結果

自

民
・
　
　
　

 

　
無
所
属
の
会

次

世

代
　
　
　

 

か

す

か

べ
！

公

明

党

日
本
共
産
党

立
憲
民
主
党

日
本
維
新
の
会

無

所

属

請願第  2　号 酷暑から市民の命を守る対策の拡充を求める請願
（総      務・  
 厚生福祉）

不 採 択 × × × ○ × × ○ 1
× 2

請願第  3　号 所得税法第５６条廃止を求める意見書を国に提出すること
を求める請願 （総　　務） 不 採 択 × × × ○ × ○ ○ 2

× 1

議員提出議案 （○：賛成　╳：反対）

議案番号
　　議　　案　　名　　　 

　 （　）は付託委員会名
審議結果

自

民
・
　
　
　

 

　
無
所
属
の
会

次

世

代
　
　
　

 

か

す

か

べ
！

公

明

党

日
本
共
産
党

立
憲
民
主
党

日
本
維
新
の
会

無

所

属

議第 10 号議案 特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求める意
見書 （付託省略）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 11 号議案 薬剤耐性菌感染症の蔓延防止への取組体制の強化を求める
意見書 （付託省略）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 12 号議案 子どものために保育士配置基準の抜本的な見直しと保育士
等の処遇改善を求める意見書 （付託省略）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 13 号議案 インボイス制度の中止を求める意見書 （付託省略）否　　決 × × × ○ × × ○ 1
× 2

議第 14 号議案 健康保険証を廃止しないことを求める意見書 （付託省略）否　　決 × × × ○ × × ○ 1
× 2

議第 15 号議案 リプロダクティブ・ヘルス／ライツを保障する法整備を求
める意見書 （付託省略）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ６ 月 定 例 会 　 審 議 結 果


